
国交 太郎（住宅ローン減税で所得税控除をうける方の指名）
東京都千代田区霞が関０-０-０

東京都千代田区霞が関０-０-０ 1001番1

令和X年 ○月×日

P1 住宅ローン減税（増改築）をした場合

↓ここから記入してください



P2 住宅ローン減税（増改築）をした場合



１：第1号工事
・既存屋根全体の耐震改修
（スレート材→ガルバリウム鋼板への屋根材の葺き替え
下葺材、野地板の交換）

２：第3号工事
①居室（洋室8畳、和室4.5畳、各室の収納）、
LDK及び納戸の床・壁・天井の全面改修と、以下の工事
・LDKの間取りを撤去し１部屋に改修、キッチンセットを交換
・和室4.5畳を洋室に改修し、押し入れを収納へ変更
・居室とLDKの窓の交換（断熱改修）８カ所

②浴室、便所および洗面室の床・壁・天井の全面改修と、以下の工事
・便器の交換
・洗面室の洗面台交換
・ユニットバス交換
・給排水設備の交換
・トイレ、洗面所の窓の交換（断熱改修）2カ所

３：第5号工事
・廊下に手すり（80CM）設置 2カ所

20,000,000

P3 住宅ローン減税（増改築）をした場合

500,000
19,500,000

住宅ローン（増改築）の工事内容を記載するページ
は以上です。P22以降へ進んでください。



証明 家子

東京都

東京都中央区 0-00-000

令和X ○ ×

P22 住宅ローン減税（増改築）をした場合

株式会社 証明建築士事務所

一級建築士

○○年 ○月×日
99-9999



P23 住宅ローン減税（増改築）をした場合

建築士事務所に属する建築士の方が証明
する場合は、本ページは記入不要です。


